
現況届のオンライン申請について 

横浜市では、給付認定を受けている方に毎年、保育を必要とする状況が継続していることを確認するために、

「現況届」と証明書類の提出を求めています。（この確認を「現況確認」といいます。） 

現況届および必要な書類の提出（添付）がない場合、給付認定が取り消されることがありますので、必ず申請

してください。 

なお、現況確認によって給付認定の変更が行われる場合、変更適用日は９月１日となります。８月までの間に

給付認定や利用料を変更する必要がある場合（就労状況の変化、育児休業の取得、世帯の状況に変化があった等）

は、別途、お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ認定変更申請を行ってください。（現況確認の結果、給付

認定の内容に変更がない場合は、結果の通知をお送りいたしません。） 

 

１ 受付期間 
 

令和６年４月１９日（金）9：00 から令和６年５月２６日（日）23：59 までに、 

オンライン申請により提出してください。 

オンライン申請のページ URL及び申請方法の詳細は同封の「現況届のオンライン申請の手順」 
と「現況届出書入力要領」を確認してください。 

 

２ 添付書類 

保護者ごとに、下表の事由に応じて、必要な提出書類を添付してください。 
保育を必要とする事由 必要な提出書類 

就労 
※月 64時間以上就労の方 

就労証明書 
就労先が複数ある場合は、それぞれの雇用主による証明書をご提出ください。 
※ 育児休業中の方が復職を前提とした申請をし、４月入所をした方の場合、復職日の記
載のある就労証明書をご提出ください。 

育休中の利用継続 
就労証明書 

就労先が複数ある場合は、それぞれの雇用主による証明書をご提出ください。 

病気・けが 
診断書等 

医療機関が証明する保育が困難な状況、傷病名が記載されたものをご提出ください。 

障害 
なし  

※ 横浜市で障害者手帳等の交付状況等を確認できない場合、後日ご連絡の上、 

障害者手帳等のコピーをご提出いただく場合があります。 

介護 
※①または②のいずれかを 

ご提出ください。 

①診断書 または 介護保険被保険者証のコピー 及び タイムスケジュール 

②きょうだい児の 通園・通学証明書 及び タイムスケジュール 

通学 在学証明書 及び在学期間・時間割 の分かる資料 

出産予定 
母子健康手帳のコピー 
・表紙及び分娩（出産）予定日が確認できる部分（P.４）をご提出ください。 
・産休中及び産休取得予定の方は就労証明書も併せてご提出ください。 

求職中 
なし 

※認定期間は３か月となります。 

※（０～２歳児クラスの方のみ）該当する場合は、以下の書類も添付してください。 

2023年中に 

海外勤務又は居住期間

がある方 

「海外収入申告書」及び  

2023 年中の国内外問わず所得額・控除額等がわかる書類例）会社からの給与支払

証明書等 

 ※「海外収入申告書」は、横浜市ホームページ【令和６年度現況確認について】のページからダウンロードできます。 

  

オ 
裏面も含め必ずお読みください 



３ その他 

・横浜市外に転出した方、提出締切日までに給付認定が満了する方、提出締切日までに給付認定を取り消す予定

の方は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にご連絡ください。 

・現況届出書申請の前後のタイミングに認定事由等を変更する場合は、別途、就労証明書をはじめとした「保育

を必要とすることを証明する書類」の提出をお願いしております。 

・ご申請いただいた各書類の必要な項目に記載がなかった場合には、再度申請を求める場合がございます。皆様

に再度申請のお手間が発生してしまいますので、最初の申請時に、記入漏れがないか等ご確認いただいてから

ご申請ください。 

・2022年度より児童手当の現況確認は原則提出が不要となりましたが、保育を必要としている状況を確認するた

めのこちらの現況確認は、申請が必要となりますので、申請忘れのないようにお願いいたします。 

・本年度の現況確認では、認可外保育施設等を利用している方のみオンラインでの申請となっております。ごき

ょうだいが給付認定を受けて保育所等・幼稚園等にお通いの場合には、申請の方法等異なりますのでご確認く

ださい。 

 

 


